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貸    借    対    照    表

令和　５年３月３１日現在
(単位：円)

科 目 金        額 科目 金        額

（ 資 産 の 部 ） （  負  債  の  部  ）

 流      動      資      産 761,995,598  流      動      負      債 1,199,308,381

現 金 及 び 預 金 1,894,362 買 掛 金 195,635,457

売 掛 金 612,357,135 短 期 借 入 金 481,414,937

原 材 料 61,497,973 リ ー ス 負 債 ( 流 ) 2,413,745

仕 掛 品 33,307,841 未 払 金 15,213,590

前 払 費 用 4,793,512 未 払 連 結 法 人 税 32,917,000

未 収 入 金 48,023,260 未 払 費 用 215,523,995

仮 払 金 121,515 未 払 法 人 税 等 20,044,800

未 払 消 費 税 等 48,983,700

 固     定     資     産 1,051,956,330 預 り 金 4,647,706

賞 与 引 当 金 182,513,451

 固      定      負      債 390,406,916

リ ー ス 負 債 ( 固 ) 6,288,141

有　 形　 固　 定　 資　 産 659,194,052 長 期 未 払 金 3,276,062

建 物 463,654,657 退 職 給 付 引 当 金 380,842,713

建 物 付 属 設 備 35,072,135

構 築 物 23,020,608 負 債 合 計 1,589,715,297

機 械 装 置 103,458,645

車 両 運 搬 具 1

工 具 器 具 備 品 12,859,725 （ 純 資 産 の 部 ）

土 地 5,595,365  株    主    資    本 224,236,631

リ ー ス 資 産 ( 有 形 ) 8,701,886

建 設 仮 勘 定 6,831,030

資 本 金 100,000,000

無　形　固　定　資　産 4,076,922

資 本 剰 余 金 10,000,000

施 設 利 用 権 3,510,422 そ の 他 資 本 剰 余 金 10,000,000

ソ フ ト ウ ェ ア 566,500

投 資 そ の 他 の 資 産 388,685,356 利 益 剰 余 金 114,236,631

そ の 他 利 益 剰 余 金 114,236,631

出 資 金 10,000 別 途 積 立 金 4,000,000

長 期 前 払 費 用 4,537,062 繰 越 利 益 剰 余 金 110,236,631

前 払 年 金 費 用 197,994,294 （ 内 当 期 純 利 益 ） (100,466,188)

繰 延 税 金 資 産 ( 固 ) 184,444,000

そ の 他 の 投 資 1,700,000

純 資 産 合 計 224,236,631

資 産 合 計 1,813,951,928 負債及び純資産合計 1,813,951,928

令和5年6月30日

第73期決算公告



１．有価証券の評価基準及び評価の方法

取引所の相場のない有価証券(移動平均法に基づく原価法)

２．棚卸資産の評価基準及び評価の方法

原材料 （移動平均法に基づく原価法)

仕掛品 （移動平均法(一部個別法)に基づく原価法)

製品 （総平均法に基づく原価法)

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している

３．固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　定額法を採用している。

なお、主な耐用年数は以下の通りである。

建物　　　１０年～４０年

機械装置８年

・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。なお、ｿﾌﾄｳｪｱについては社内における見込み利用可能期間

（５年）に基づいている

４．引当金の計上方法

賞与引当金・・・・・・・従業員賞与(使用人兼務取締役の使用人分含む）の支給に充てる

　ため、期末直前支給額を基礎とした見積額を計上している。

退職給付引当金・・・従業員退職金の支出に充てるため、当期末における退職給付債務

　　　　　　　及び年金資産の見込額に基づき計上している。

５．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

６．消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

個　　別　　注　　記　　表


